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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　緊急時において、緊急に告知する必要がある緊急情報のメッセージに対する制作者が意
図する音声の発話に関するメタデータを含む緊急情報源情報を取得する緊急情報源情報取
得部と、
　前記緊急情報源情報を処理する処理部と、
　前記緊急情報として、前記メッセージとともに、前記緊急情報源情報を処理して得られ
るアドレス情報を放送信号に含めて送信する送信部と
　を備え、
　前記メタデータは、前記緊急情報のメッセージに対する制作者が意図する音声の発話に
関するファイルの取得先を示す前記アドレス情報を含み、
　前記アドレス情報は、通信経由で配信される前記ファイルの取得先を含む
　送信装置。
【請求項２】
　前記メタデータは、読み方が一意に定まらない文字列、又は固有名詞の発話に関するフ
ァイルの取得先を示す前記アドレス情報を含んでいる
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　前記緊急情報源情報は、前記メッセージを含み、
　前記緊急情報を受信する受信装置において、前記メッセージが表示されるとともに、前
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記アドレス情報に基づいて取得された前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発
話に応じた音声が出力される
　請求項２に記載の送信装置。
【請求項４】
　コンテンツを取得するコンテンツ取得部をさらに備え、
　前記送信部は、放送信号として、前記コンテンツを送信するとともに、緊急時となった
場合には、前記緊急情報を送信する
　請求項３に記載の送信装置。
【請求項５】
　前記緊急情報源情報は、OASIS(Organization for the Advancement of Structured Inf
ormation Standards)で規定されたCAP(Common Alerting Protocol)に準拠したCAP情報で
ある
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項６】
　前記緊急情報は、前記CAP情報を、ATSC(Advanced Television Systems Committee)で規
定される所定のフォーマットに準拠した形式に変換して得られる、前記メッセージと前記
アドレス情報を含むシグナリング情報である
　請求項５に記載の送信装置。
【請求項７】
　前記緊急情報は、前記メッセージと前記アドレス情報を含む前記CAP情報である
　請求項５に記載の送信装置。
【請求項８】
　送信装置の送信方法において、
　前記送信装置が、
　緊急時において、緊急に告知する必要がある緊急情報のメッセージに対する制作者が意
図する音声の発話に関するメタデータを含む緊急情報源情報を取得し、
　前記緊急情報源情報を処理し、
　前記緊急情報として、前記メッセージとともに、前記緊急情報源情報を処理して得られ
るアドレス情報を放送信号に含めて送信する
　ステップを含み、
　前記メタデータは、前記緊急情報のメッセージに対する制作者が意図する音声の発話に
関するファイルの取得先を示す前記アドレス情報を含み、
　前記アドレス情報は、通信経由で配信される前記ファイルの取得先を含む
　送信方法。
【請求項９】
　緊急時において、送信装置から放送信号として送信されてくる、緊急に告知する必要が
ある緊急情報のメッセージと、アドレス情報を含む前記緊急情報を受信する受信部と、
　前記緊急情報を処理して、前記メッセージを表示させるとともに、前記アドレス情報に
基づいて取得された前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発話に応じた音声を
出力させる処理部と
　を備え、
　前記緊急情報は、前記メッセージと、前記メッセージに対する制作者が意図する音声の
発話に関するメタデータを含む緊急情報源情報を処理することで得られ、
　前記メタデータは、前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発話に関するファ
イルの取得先を示す前記アドレス情報を含み、
　前記アドレス情報は、通信経由で配信される前記ファイルの取得先を含む
　受信装置。
【請求項１０】
　前記メタデータは、読み方が一意に定まらない文字列、又は固有名詞の発話に関するフ
ァイルの取得先を示す前記アドレス情報を含んでいる
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　請求項９に記載の受信装置。
【請求項１１】
　前記受信部は、前記送信装置から送信されてくる放送信号として、コンテンツを受信す
るとともに、緊急時となった場合に送信されてくる前記緊急情報を受信する
　請求項１０に記載の受信装置。
【請求項１２】
　前記緊急情報源情報は、OASISで規定されたCAPに準拠したCAP情報である
　請求項９に記載の受信装置。
【請求項１３】
　前記緊急情報は、前記CAP情報を、ATSCで規定される所定のフォーマットに準拠した形
式に変換して得られるシグナリング情報であり、
　前記シグナリング情報に含まれる前記アドレス情報に基づいて取得された前記メッセー
ジに対する制作者が意図する音声の発話に応じて、前記シグナリング情報に含まれる前記
メッセージを読み上げる音声読み上げ部をさらに備える
　請求項１２に記載の受信装置。
【請求項１４】
　前記緊急情報は、前記CAP情報であり、
　前記CAP情報に含まれる前記アドレス情報に基づいて取得された前記メッセージに対す
る制作者が意図する音声の発話に応じて、前記CAP情報に含まれる前記メッセージを読み
上げる音声読み上げ部をさらに備える
　請求項１２に記載の受信装置。
【請求項１５】
　受信装置の受信方法において、
　前記受信装置が、
　緊急時において、送信装置から放送信号として送信されてくる、緊急に告知する必要が
ある緊急情報のメッセージと、アドレス情報を含む前記緊急情報を受信し、
　前記緊急情報を処理して、前記メッセージを表示させるとともに、前記アドレス情報に
基づいて取得された前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発話に応じた音声を
出力させる
　ステップを含み、
　前記緊急情報は、前記メッセージと、前記メッセージに対する制作者が意図する音声の
発話に関するメタデータを含む緊急情報源情報を処理することで得られ、
　前記メタデータは、前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発話に関するファ
イルの取得先を示す前記アドレス情報を含み、
　前記アドレス情報は、通信経由で配信される前記ファイルの取得先を含む
　受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、送信装置、送信方法、受信装置、及び、受信方法に関し、特に、視覚障がい
者に対するアクセシビリティを向上させることができるようにした送信装置、送信方法、
受信装置、及び、受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放送の分野では、視覚障がい者に対するアクセシビリティが求められている(
例えば、特許文献１参照)。
【０００３】
　特に、米国では、いわゆる米国アクセシビリティ法(CVAA：The 21st Century Communic
ations and Video Accessibility Act of 2010)が制定され、連邦通信委員会(FCC：Feder
al Communications Commission)により、この法律をベースとした映像番組のアクセシビ
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リティに関する様々な規制が発表されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２０４７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、米国では、EAS(Emergency Alerting System)と呼ばれる緊急告知のシステム
が整備されており、大統領からの最優先事項からローカルな告知事項まで、様々なレベル
の緊急情報を、様々なメディアにより告知できるようになっている。
【０００６】
　デジタル放送において、このような緊急情報を告知する場合にも、視覚障がい者に対す
るアクセシビリティが求められるが、既存のTTS(Text To Speech)エンジンでは、緊急情
報の制作者が意図した通りに、テキスト情報が読み上げられるとは限らず、視覚障がい者
が、健常者と同等の情報を得られる保証がない。そのため、確実に、緊急情報の制作者が
意図した通りの発話が行われて、視覚障がい者が、健常者と同様の情報を得られるように
するための技術が求められていた。
【０００７】
　本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、確実に、緊急情報の制作者が意
図した通りの発話が行われるようにすることで、視覚障がい者に対するアクセシビリティ
を向上させることができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本技術の第１の側面の送信装置は、緊急時において、緊急に告知する必要がある緊急情
報のメッセージに対する制作者が意図する音声の発話に関するメタデータを含む緊急情報
源情報を取得する緊急情報源情報取得部と、前記緊急情報源情報を処理する処理部と、前
記緊急情報として、前記メッセージとともに、前記緊急情報源情報を処理して得られるア
ドレス情報を放送信号に含めて送信する送信部とを備え、前記メタデータは、前記緊急情
報のメッセージに対する制作者が意図する音声の発話に関するファイルの取得先を示す前
記アドレス情報を含み、前記アドレス情報は、通信経由で配信される前記ファイルの取得
先を含む送信装置である。
【０００９】
　本技術の第１の側面の送信装置は、独立した装置であってもよいし、１つの装置を構成
している内部ブロックであってもよい。また、本技術の第１の側面の送信方法は、上述し
た本技術の第１の側面の送信装置に対応する送信方法である。
【００１０】
　本技術の第１の側面の送信装置、及び、送信方法においては、緊急時において、緊急に
告知する必要がある緊急情報のメッセージに対する制作者が意図する音声の発話に関する
メタデータを含む緊急情報源情報が取得され、前記緊急情報源情報が処理され、前記緊急
情報として、前記メッセージとともに、前記緊急情報源情報を処理して得られるアドレス
情報が放送信号に含めて送信される。また、前記メタデータには、前記緊急情報のメッセ
ージに対する制作者が意図する音声の発話に関するファイルの取得先を示す前記アドレス
情報が含まれ、前記アドレス情報には、通信経由で配信される前記ファイルの取得先が含
まれる。
【００１１】
　本技術の第２の側面の受信装置は、緊急時において、送信装置から放送信号として送信
されてくる、緊急に告知する必要がある緊急情報のメッセージと、アドレス情報を含む前
記緊急情報を受信する受信部と、前記緊急情報を処理して、前記メッセージを表示させる
とともに、前記アドレス情報に基づいて取得された前記メッセージに対する制作者が意図
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する音声の発話に応じた音声を出力させる処理部とを備え、前記緊急情報は、前記メッセ
ージと、前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発話に関するメタデータを含む
緊急情報源情報を処理することで得られ、前記メタデータは、前記メッセージに対する制
作者が意図する音声の発話に関するファイルの取得先を示す前記アドレス情報を含み、前
記アドレス情報は、通信経由で配信される前記ファイルの取得先を含む受信装置である。
【００１２】
　本技術の第２の側面の受信装置は、独立した装置であってもよいし、１つの装置を構成
している内部ブロックであってもよい。また、本技術の第２の側面の受信方法は、上述し
た本技術の第２の側面の受信装置に対応する受信方法である。
【００１３】
　本技術の第２の側面の受信装置、及び、受信方法においては、緊急時において、送信装
置から放送信号として送信されてくる、緊急に告知する必要がある緊急情報のメッセージ
と、アドレス情報を含む前記緊急情報が受信され、前記緊急情報を処理して、前記メッセ
ージが表示されるとともに、前記アドレス情報に基づいて取得された前記メッセージに対
する制作者が意図する音声の発話に応じた音声が出力される。また、前記緊急情報は、前
記メッセージと、前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発話に関するメタデー
タを含む緊急情報源情報を処理することで得られ、前記メタデータには、前記メッセージ
に対する制作者が意図する音声の発話に関するファイルの取得先を示す前記アドレス情報
が含まれ、前記アドレス情報には、通信経由で配信される前記ファイルの取得先が含まれ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本技術の第１の側面、及び、第２の側面によれば、視覚障がい者に対するアクセシビリ
ティを向上させることができる。
【００１５】
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】緊急情報の伝送の概要を示す図である。
【図２】緊急情報の表示例を示す図である。
【図３】従来のTTSエンジンによるテキスト情報の読み上げ例を説明する図である。
【図４】従来のTTSエンジンによるテキスト情報の読み上げ例を説明する図である。
【図５】本技術を適用したTTSエンジンによるテキスト情報の読み上げ例を説明する図で
ある。
【図６】本技術を適用したTTSエンジンによるテキスト情報の読み上げ例を説明する図で
ある。
【図７】本技術を適用した放送システムの構成例を示す図である。
【図８】本技術を適用した送信装置の構成例を示す図である。
【図９】本技術を適用した受信装置の構成例を示す図である。
【図１０】CAP情報の構造の例を示す図である。
【図１１】CAP情報の記述例を示す図である(Common Alerting Protocol Version 1.2 01 
July 2010 Appendix A より抜粋)。
【図１２】拡張CAP情報で追加される要素と属性の例を示す図である。
【図１３】拡張CAP情報のXMLスキーマの記述例を示す図である。
【図１４】拡張CAP情報における名前空間の指定を説明する図である。
【図１５】拡張CAP情報の記述例を示す図である。
【図１６】送信処理を説明するフローチャートである。
【図１７】受信処理を説明するフローチャートである。
【図１８】コンピュータの構成例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら本技術の実施の形態について説明する。なお、説明は以下の
順序で行うものとする。
【００１８】
１．本技術の音声発話メタデータの概要
２．システムの構成
３．CAP情報の拡張による音声発話メタデータの配置
４．各装置で実行される処理の流れ
５．変形例
６．コンピュータの構成
【００１９】
＜１．本技術の音声発話メタデータの概要＞
【００２０】
　米国アクセシビリティ法に関係する連邦通信委員会(FCC)の規制では、放送事業者(サー
ビス事業者)に対して緊急情報(Emergency Alerts)を、視覚障がい者に対してアクセシブ
ルにするために、メッセージ等のテキスト情報とは別に、音声情報での送信を義務づけて
いる。
【００２１】
　連邦通信委員会(FCC)の規制では、この音声情報を用いた緊急情報の生成方法として、T
TS(Text To Speech)エンジンの使用を認めているが、このTTSエンジンで生成された音声
については、明瞭さと正しい発音が求められている。ここで、TTSエンジンは、テキスト
情報から、人間の音声を人工的に作り出すことができる音声合成機(Text To Speech Synt
hesizer)である。
【００２２】
　一方で、緊急情報は、CAP(Common Alerting Protocol)方式の緊急告知の情報(以下、「
CAP情報」ともいう)として、放送局に伝達されることになる。すなわち、米国では、EAS
と呼ばれる緊急告知のシステムが整備されているので、このEASを利用して、大統領から
の最優先事項からローカルな告知事項まで、様々なレベルの緊急情報(CAP情報)が、様々
なメディアにより告知(通知)されることになる。
【００２３】
　なお、CAP情報は、構造化情報標準促進協会(OASIS：Organization for the Advancemen
t of Structured Information Standards)で規定されているCAPに準拠したものとなる。
【００２４】
　例えば、図１において、緊急情報源(Alerting Sources)から告知(通知)される緊急情報
源情報がCAP情報に変換され、放送局(のEASシステム)(Emergency Alert System at Stati
on)に提供される。放送局(のEASシステム)は、緊急情報源からのCAP情報を、緊急情報の
映像(メッセージ)や音声情報としてレンダリングやエンコードするか、あるいは所定のフ
ォーマットに変換するか、あるいはそのままの形式で、ローカル放送局(Local Broadcast
)に提供する。そして、ローカル放送局(の送信機)は、このようにして伝達されてくる緊
急情報を、放送エリア内の多数の受信機に対して送信することになる。
【００２５】
　例えば、緊急情報源には、気象業務を担当する国家機関(例えば米国国立気象局(NWS：N
ational Weather Service))等が該当し、気象警報を提供する。この場合、放送局、又は
放送局(の送信機)からの緊急情報を受信した受信機では、放送番組に、気象警報を重畳表
示させることになる(図２Ａ)。また、例えば、緊急情報源が、ある地方の機関等が該当す
る場合、その地方に関する緊急情報源情報を提供する。この場合、放送局、又は放送局(
の送信機)からの緊急情報を受信した受信機では、放送番組に、その地方に関する緊急情
報を重畳表示させることになる(図２Ｂ)。
【００２６】



(7) JP 6596891 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

　ここで、放送局側で、CAP情報を用い、TTSエンジンを使用した音声での緊急情報を生成
する場合に、連邦通信委員会(FCC)の規制で要求されている、明瞭で正しい発音が保証で
きないという問題がある。すなわち、TTSエンジンでは、緊急情報の制作者が意図した通
りに、テキスト情報が読み上げられるとは限らず、視覚障がい者が、健常者と同等の情報
が得られる保証はない。
【００２７】
　具体的には、図３に示すように、例えば、"AAA"であるテキスト情報は、"triple A"又
は"A A A"と読めるため、その読み方が一意に定まらないので、TTSエンジンでは、どのよ
うに読み上げてよいかを判断できず、結果として、制作者が意図した通りに、テキスト情
報が読み上げられない可能性が出てくる。
【００２８】
　また、図４に示すように、例えば、"Caius College"であるテキスト情報は、その発音
が難解な固有名詞等であるため、TTSエンジンでは、どのように読み上げていいのかが判
断できず、制作者が意図した通りに、テキスト情報が読み上げられない可能性がある。
【００２９】
　このように、テキスト情報(緊急情報のメッセージ)の読み方が一意に定まらない場合や
、発音が難解な固有名詞等である場合などには、制作者が意図した通りにテキスト情報が
読み上げられない可能性があるため、確実に、制作者が意図した通りの発話が行われて、
視覚障がい者が、健常者と同等の緊急情報を得られるようにする技術が求められていた。
【００３０】
　そこで、本技術では、確実に、緊急情報に対する制作者が意図した通りの音声の発話が
行われるようにするために、制作者が意図する音声の発話に関する情報(以下、「音声発
話メタデータ」という)を、TTSエンジンに提供して、当該TTSエンジンが、制作者が意図
する音声を発話できるようにする。なお、当該音声発話メタデータは、CAP情報に含めて
提供することができる。
【００３１】
　具体的には、図５に示すように、例えば、"AAA"であるテキスト情報について、その音
声の読み方を示した"triple A"を、音声発話メタデータとして、TTSエンジンに提供され
るようにすることで、当該TTSエンジンは、音声発話メタデータに基づいて、"triple A"
と読み上げることができる。
【００３２】
　すなわち、図３において、"AAA"であるテキスト情報を入力した場合、TTSエンジンは、
"triple A"と、"A A A"のどちらで読み上げるのが正しいかを判断することができなかっ
たが、図５においては、音声発話メタデータとしての"triple A"を入力することで、TTS
エンジンは、音声発話メタデータに従い、"triple A"を読み上げることができる。その結
果、制作者が意図する音声が発話されることになる。
【００３３】
　また、図６に示すように、例えば、"Caius College"であるテキスト情報について、そ
の音素情報を、音声発話メタデータとして、TTSエンジンに提供されるようにすることで
、当該TTSエンジンは、音声発話メタデータに基づいて、"keys college"と読み上げるこ
とができる。
【００３４】
　すなわち、図４において、"Caius College"であるテキスト情報を入力した場合、TTSエ
ンジンは、その発音が難解な固有名詞等であるため、どのように読み上げるのが正しいか
を判断することができなかったが、図６においては、音声発話メタデータとしての音素情
報を入力することで、TTSエンジンは、音声発話メタデータに従い、"keys college"と読
み上げることができる。その結果、制作者が意図する音声が発話されることになる。
【００３５】
　このように、音声発話メタデータをTTSエンジンに提供することで、例えば、テキスト
情報(緊急情報のメッセージ)の読み方が一意に定まらない場合や、発音が難解な固有名詞
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等である場合などであっても、確実に、制作者が意図した通りにテキスト情報が読み上げ
られるため、視覚障がい者が、健常者と同等の情報を得られるようになる。
【００３６】
＜２．システムの構成＞
【００３７】
（放送システムの構成例）
　図７は、本技術を適用した放送システムの構成例を示す図である。
【００３８】
　図７において、放送システム１は、放送番組等のコンテンツを提供するとともに、緊急
に告知する必要がある情報である緊急情報を、視覚障がい者に対してアクセシブルにする
ことが可能なシステムである。放送システム１は、送信側の送信装置１０及びCAP情報提
供装置１１と、受信側の受信装置２０から構成される。ただし、受信装置２０は、インタ
ーネット５０を介してサーバ４０と相互に通信することが可能である。
【００３９】
　送信装置１０は、例えば地上デジタル放送サービスを提供する放送局により運営される
。送信装置１０は、放送番組等のコンテンツを、デジタル放送信号により送信する。この
送信装置１０は、図１の放送局(Station)とローカル放送局(Local Broadcast)に相当する
ものである。
【００４０】
　CAP情報提供装置１１は、緊急時において、音声発話メタデータを含むCAP情報(以下、
「拡張CAP情報」ともいう)を生成して、送信装置１０に送信する。なお、CAP情報提供装
置１１により生成される拡張CAP情報は、図１の緊急情報源(Alerting Sources)からのCAP
情報に相当するものである。
【００４１】
　緊急時において、送信装置１０は、CAP情報提供装置１１から送信されてくる拡張CAP情
報を受信し、当該拡張CAP情報に基づいた所定のデータ形式の緊急情報を、デジタル放送
信号に含めて送信する。ただし、上述した連邦通信委員会(FCC)の規制に対応するために
は、緊急情報のメッセージ(テキスト情報)を、視覚障がい者に対してアクセシブルにする
ために、当該メッセージの音声に関する情報を送信する必要がある。そこで、本技術では
、緊急情報のメッセージの音声に関する情報を送信するための方式として、次の３つの方
式を提案するものとする。
【００４２】
　第１の方式としては、拡張CAP情報に含まれるメッセージに対して、映像として受信装
置２０の画面に表示させるためのレンダリングやエンコード等の処理を行い、緊急情報と
して送信されるようにする。また、このとき、拡張CAP情報に基づいて、緊急情報として
送信されるメッセージの音声情報を生成するためのデコード等の処理を行い、それにより
得られる音声情報が、緊急情報として送信されるようにする。すなわち、第１の方式では
、緊急情報として、メッセージとともにその音声情報(音声に関する情報)が送信されるこ
とになる。
【００４３】
　なお、この場合、送信側の送信装置１０のTTSエンジンが、拡張CAP情報に含まれる音声
発話メタデータに従い、メッセージを読み上げることになるため、例えば、テキスト情報
の読み方が一意に定まらない場合や、発音が難解な固有名詞等である場合などであっても
、確実に、制作者が意図した通りに読み上げられることになる。
【００４４】
　第２の方式としては、拡張CAP情報を、米国のデジタル放送規格であるATSC(Advanced T
elevision Systems Committee)で規定される所定のフォーマットに準拠した形式に変換し
て、それにより得られるATSCの規定に対応した情報(以下、「ATSCシグナリング情報」と
いう)が、緊急情報として送信されるようにする。なお、ここでは、例えば、米国の次世
代デジタル放送規格であるATSC3.0に規定されるフォーマットを採用することができる。
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すなわち、第２の方式では、緊急情報として、メッセージとその音声発話メタデータ(音
声に関する情報)を含むATSCシグナリング情報が送信されることになる。
【００４５】
　第３の方式としては、拡張CAP情報が、そのままの形式で、緊急情報として送信される
ようにする。すなわち、第３の方式では、緊急情報として、メッセージとその音声発話メ
タデータ(音声に関する情報)を含む拡張CAP情報が送信されることになる。
【００４６】
　受信装置２０は、例えばテレビ受像機やセットトップボックス、録画機等から構成され
、ユーザの各家庭等に設置される。受信装置２０は、伝送路３０を介して、送信装置１０
から送信されてくるデジタル放送信号を受信し、放送番組等のコンテンツの映像や音声を
出力する。
【００４７】
　また、緊急時において、受信装置２０は、送信装置１０から送信されてくる緊急情報を
受信した場合、その緊急情報のメッセージを表示する。この場合に、送信装置１０からの
緊急情報は、上述した第１の方式乃至第３の方式のいずれかの方式で伝送されてくること
になる。
【００４８】
　第１の方式では、映像に重畳されたメッセージの音声情報が送信されてくるので、受信
装置２０は、当該音声情報に対応した音声を出力することになる。この場合、当該音声情
報は、送信側の送信装置１０において、音声発話メタデータに従い、TTSエンジンが読み
上げたものとなるので、映像に重畳表示されたメッセージは、制作者が意図した通りに読
み上げられることになる。
【００４９】
　第２の方式では、拡張CAP情報を変換して得られる、ATSCシグナリング情報が送信され
てくるので、受信装置２０は、ATSCシグナリング情報に含まれる音声発話メタデータに従
い、ATSCシグナリング情報に含まれるメッセージであって、表示中のメッセージを読み上
げることができる。また、第３の方式では、拡張CAP情報が送信されてくるので、受信装
置２０は、拡張CAP情報に含まれる音声発話メタデータに従い、拡張CAP情報に含まれるメ
ッセージであって、表示中のメッセージを読み上げることができる。
【００５０】
　ここで、第２の方式と第３の方式においては、受信側の受信装置２０のTTSエンジンが
、音声発話メタデータに従い、緊急情報のメッセージを読み上げることになるため、例え
ば、テキスト情報の読み方が一意に定まらない場合や、発音が難解な固有名詞等である場
合などであっても、確実に、制作者が意図した通りに読み上げられることになる。
【００５１】
　また、ATSCシグナリング情報又は拡張CAP情報に格納される音声発話メタデータとして
は、音声発話メタデータを取得するためのアドレス情報を記述したものと、音声発話メタ
データの内容そのものを記述したものの２種類が存在する。そして、音声発話メタデータ
に、アドレス情報を記述した場合には、音声発話メタデータの内容は、当該アドレス情報
に従い取得されるファイル(以下、「音声発話メタデータファイル」という)に記述されて
いることになる。
【００５２】
　このアドレス情報としては、例えば、インターネット５０上のサーバ４０にアクセスす
るためのURL(Uniform Resource Locator)が指定される。ここで、サーバ４０は、音声発
話メタデータファイルを管理している。受信装置２０は、ATSCシグナリング情報又は拡張
CAP情報に含まれる音声発話メタデータに記述されたアドレス情報(例えばURL)に従い、イ
ンターネット５０を介してサーバ４０にアクセスし、音声発話メタデータファイルを取得
することができる。
【００５３】
　なお、上述した第１の方式乃至第３の方式は、緊急情報として送信されるメッセージの
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音声に関する情報を送信するためのデータ形式の一例であって、他のデータ形式を採用し
てもよい。また、第１の方式又は第２の方式を採用する場合には、緊急情報として、地理
データ等の地域情報に基づいた、ローカル放送局ごとの情報が生成されるようにしてもよ
い。
【００５４】
　また、図７の放送システム１では、１台の送信装置１０のみを図示しているが、実際に
は、複数の放送局ごとに送信装置１０が設置され、各送信装置１０が、CAP情報提供装置
１１から供給される拡張CAP情報を取得することになる。同様に、図７の放送システム１
では、１台の受信装置２０のみを図示しているが、実際には、複数のユーザの家庭ごとに
、受信装置２０が設置されている。
【００５５】
（送信側の構成例）
　図８は、図７の送信側の送信装置１０とCAP情報提供装置１１の構成例を示す図である
。
【００５６】
　図８において、送信装置１０は、コンテンツ取得部１１１、ストリーム生成部１１２、
送信部１１３、CAP情報取得部１１４、TTSエンジン１１５、及び、緊急情報フォーマット
変換部１１６から構成される。
【００５７】
　コンテンツ取得部１１１は、放送番組等のコンテンツを取得して、ストリーム生成部１
１２に供給する。また、コンテンツ取得部１１１は、コンテンツに対して、例えばエンコ
ードやフォーマット形式の変換処理などを実行することができる。
【００５８】
　なお、コンテンツ取得部１１１においては、例えば、既に収録されたコンテンツの保管
場所から、放送時間帯に応じて該当するコンテンツが取得されたり、あるいはスタジオや
ロケーション場所からライブのコンテンツが取得されたりする。
【００５９】
　ストリーム生成部１１２は、コンテンツ取得部１１１から供給されるコンテンツデータ
に、シグナリングデータなどを多重化することで、ATSCの規定に準拠したストリームを生
成し、送信部１１３に供給する。
【００６０】
　送信部１１３は、ストリーム生成部１１２から供給されるストリームに対して、例えば
デジタル変調等の処理を施して、アンテナ１１７を介して、デジタル放送信号として送信
する。
【００６１】
　ここで、緊急時においては、CAP情報提供装置１１からの拡張CAP情報が、送信装置１０
に送信される。図８において、CAP情報提供装置１１は、音声発話メタデータ生成部１３
１、CAP情報生成部１３２、及び、送信部１３３から構成される。
【００６２】
　音声発話メタデータ生成部１３１は、緊急時に、例えば緊急情報の制作者等からの指示
に従い、音声発話メタデータを生成して、CAP情報生成部１３２に供給する。なお、音声
発話メタデータとしては、例えば、テキスト情報の読み方が一意に定まらない場合にその
音声の読み方を示した情報や、発音が難解な固有名詞等である場合にその音素情報が生成
される。
【００６３】
　CAP情報生成部１３２は、緊急時において、緊急情報源から伝達されてくる緊急情報源
情報に基づいて、拡張CAP情報を生成し、送信部１３３に供給する。ここでは、例えば、C
AP情報生成部１３２によって、緊急情報のメッセージを含むCAP情報に、音声発話メタデ
ータ生成部１３１から供給される音声発話メタデータが格納(配置)されることで、拡張CA
P情報が生成される。送信部１３３は、音声発話メタデータを含む拡張CAP情報を、送信装
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置１０に送信する。
【００６４】
　送信装置１０において、CAP情報取得部１１４は、緊急時に、CAP情報提供装置１１から
送信されてくる拡張CAP情報を取得(受信)する。CAP情報取得部１１４は、拡張CAP情報を
、ストリーム生成部１１２、TTSエンジン１１５、又は緊急情報フォーマット変換部１１
６に供給する。
【００６５】
　ここで、先に述べた通り、連邦通信委員会(FCC)の規制に対応するためには、上述した
第１の方式乃至第３の方式のうちのいずれかの方式を用いて、緊急情報のメッセージの音
声に関する情報を送信する必要がある。
【００６６】
　具体的には、第１の方式を採用する場合、CAP情報取得部１１４からの拡張CAP情報は、
ストリーム生成部１１２とTTSエンジン１１５に供給される。TTSエンジン１１５は、拡張
CAP情報に含まれる音声発話メタデータに基づいて、拡張CAP情報に含まれるメッセージを
デコードする(読み上げる)ことで得られる音声情報(音声に関する情報)を、緊急情報とし
てストリーム生成部１１２に供給する。この場合、TTSエンジン１１５が、音声発話メタ
データに従い、テキスト情報を読み上げることになるため、確実に、制作者が意図した通
りに読み上げられることになる。
【００６７】
　そして、ストリーム生成部１１２は、CAP情報取得部１１４からの拡張CAP情報に含まれ
るメッセージが重畳された映像のコンテンツデータ等を含むストリームに、TTSエンジン
１１５からの音声情報をさらに多重化して、ATSCの規定に準拠したストリームを生成する
。
【００６８】
　また、第２の方式を採用する場合、CAP情報取得部１１４からの拡張CAP情報は、緊急情
報フォーマット変換部１１６に供給される。緊急情報フォーマット変換部１１６は、拡張
CAP情報を、ATSC(例えばATSC3.0)で規定される所定のフォーマットに準拠した形式に変換
して、それにより得られる、メッセージとその音声発話メタデータ(音声に関する情報)を
含むATSCシグナリング情報を、緊急情報として、ストリーム生成部１１２に供給する。そ
して、ストリーム生成部１１２は、緊急情報フォーマット変換部１１６から供給される緊
急情報を、コンテンツデータやシグナリングデータなどとともに多重化して、ATSCの規定
に準拠したストリームを生成する。
【００６９】
　また、第３の方式を採用する場合、CAP情報取得部１１４からの拡張CAP情報(メッセー
ジとその音声発話メタデータ(音声に関する情報)を含む拡張CAP情報)は、そのままの形式
で、緊急情報として、ストリーム生成部１１２に供給される。そして、ストリーム生成部
１１２は、CAP情報取得部１１４から供給される緊急情報を、コンテンツデータやシグナ
リングデータなどとともに多重化して、ATSCの規定に準拠したストリームを生成する。
【００７０】
　送信部１１３は、緊急時に、ストリーム生成部１１２から供給される、緊急情報を含む
ストリームを、アンテナ１１７を介して、デジタル放送信号として送信する。
【００７１】
　なお、図８の送信装置１０は、図１の放送局(Station)とローカル放送局(Local Broadc
ast)に相当するが、例えば、緊急情報に関する処理は、図１の放送局側で行われる処理で
あり、受信装置２０に対してデジタル放送信号を送信する処理は、図１のローカル放送局
側で行われる処理である。ただし、図８の送信装置１０で行われる処理が、図１の放送局
側又はローカル放送局側で行われるかどうかによって、本技術の内容が限定されるもので
はない。
【００７２】
　また、図８の送信装置１０とCAP情報提供装置１１においては、すべての機能ブロック
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が、単一の装置内に配置される必要はなく、少なくとも一部の機能ブロックが他の機能ブ
ロックとは独立した装置として構成されるようにしてもよい。例えば、音声発話メタデー
タ生成部１３１やCAP情報生成部１３２は、インターネット５０上のサーバ（例えばサー
バ４０）の機能として提供されるようにしてもよい。その場合、送信装置１０やCAP情報
提供装置１１は、当該サーバから提供される音声発話メタデータやCAP情報(拡張CAP情報)
を取得して処理することになる。
【００７３】
（受信側の構成例）
　図９は、図７の受信側の受信装置２０の構成例を示す図である。
【００７４】
　図９において、受信装置２０は、受信部２１２、ストリーム分離部２１３、再生部２１
４、表示部２１５、スピーカ２１６、緊急情報取得部２１７、音声発話メタデータ取得部
２１８、TTSエンジン２１９、及び、通信部２２０から構成される。
【００７５】
　受信部２１２は、アンテナ２１１で受信されたデジタル放送信号に対して復調処理等を
行い、それにより得られるストリームを、ストリーム分離部２１３に供給する。ストリー
ム分離部２１３は、受信部２１２から供給されるストリームから、シグナリングデータと
コンテンツデータを分離して、再生部２１４に供給する。
【００７６】
　再生部２１４は、ストリーム分離部２１３により分離されたシグナリングデータに基づ
いて、ストリーム分離部２１３から供給されるコンテンツデータの映像を表示部２１５に
表示させるとともに、コンテンツデータの音声をスピーカ２１６から出力させる。これに
より、放送番組等のコンテンツの再生が行われる。
【００７７】
　また、緊急時において、ストリーム分離部２１３は、受信部２１２から供給されるスト
リームから、コンテンツデータなどと、拡張CAP情報を分離して、コンテンツデータを再
生部２１４に、拡張CAP情報を緊急情報取得部２１７にそれぞれ供給する。ここで、緊急
時においては、上述した送信側で採用される第１の方式乃至第３の方式に対応した処理が
行われる。
【００７８】
　具体的には、第１の方式を採用した場合、ストリーム分離部２１３により分離されるス
トリームに含まれるコンテンツデータの映像には、緊急情報のメッセージが重畳されてい
るので、再生部２１４は、メッセージ(の字幕)を、表示部２１５に表示させる。また、ス
トリーム分離部２１３により分離されるストリームには、緊急情報のメッセージの音声情
報(音声に関する情報)が含まれているので、再生部２１４は、当該音声情報に対応する音
声を、スピーカ２１６から出力する。
【００７９】
　なお、この音声情報は、送信側の送信装置１０において、拡張CAP情報に含まれる音声
発話メタデータに従い、TTSエンジン１１５が、メッセージをデコードした(読み上げた)
ものとなるので、表示部２１５に表示されているメッセージ(の字幕)は、制作者が意図し
た通りに読み上げられることになる。
【００８０】
　また、第２の方式を採用した場合、緊急情報取得部２１７は、ストリーム分離部２１３
により分離された緊急情報(ATSCシグナリング情報)を取得する。緊急情報取得部２１７は
、ATSCシグナリング情報を処理して、緊急情報のメッセージを、再生部２１４に供給する
。再生部２１４は、緊急情報取得部２１７から供給されるメッセージ(の字幕)を、表示部
２１５に表示させる。
【００８１】
　緊急情報取得部２１７は、ATSCシグナリング情報に含まれる音声発話メタデータを、音
声発話メタデータ取得部２１８に供給する。音声発話メタデータ取得部２１８は、緊急情
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報取得部２１７から供給される音声発話メタデータを取得して処理する。
【００８２】
　ここで、音声発話メタデータには、音声発話メタデータを取得するためのアドレス情報
を記述したものと、音声発話メタデータの内容そのものを記述したものの２種類が存在す
るのは、先に述べた通りである。
【００８３】
　すなわち、音声発話メタデータ取得部２１８は、音声発話メタデータがその内容を含ん
でいる場合には、当該音声発話メタデータをそのまま、TTSエンジン２１９に供給する。
一方、音声発話メタデータ取得部２１８は、音声発話メタデータにアドレス情報が含まれ
ている場合、通信部２２０を制御して、当該アドレス情報(例えばURL)に従い、インター
ネット５０を介してサーバ４０にアクセスし、音声発話メタデータファイルを取得する。
音声発話メタデータ取得部２１８は、音声発話メタデータファイルから得られる内容を含
んでいる音声発話メタデータをTTSエンジン２１９に供給する。
【００８４】
　TTSエンジン２１９は、音声発話メタデータ取得部２１８から供給される音声発話メタ
データに基づいて、ATSCシグナリング情報に含まれるメッセージを読み上げて、その音声
を、スピーカ２１６から出力する。この音声は、表示部２１５に表示されているメッセー
ジ(の字幕)に対応した音声であって、音声発話メタデータに従い、TTSエンジン２１９が
読み上げたものとなるので、制作者が意図した通りに読み上げられることになる。
【００８５】
　また、第３の方式を採用した場合、緊急情報取得部２１７は、ストリーム分離部２１３
により分離された緊急情報(拡張CAP情報)を取得する。緊急情報取得部２１７は、拡張CAP
情報を処理して、緊急情報のメッセージを再生部２１４に供給する。再生部２１４は、緊
急情報取得部２１７から供給されるメッセージ(の字幕)を、表示部２１５に表示させる。
【００８６】
　また、緊急情報取得部２１７は、拡張CAP情報に含まれる音声発話メタデータを、音声
発話メタデータ取得部２１８に供給する。音声発話メタデータ取得部２１８は、緊急情報
取得部２１７から供給される音声発話メタデータを取得して処理する。
【００８７】
　音声発話メタデータ取得部２１８は、音声発話メタデータがその内容を含んでいる場合
には、当該音声発話メタデータをそのまま、TTSエンジン２１９に供給する。一方、音声
発話メタデータ取得部２１８は、音声発話メタデータにアドレス情報(例えばURL)が含ま
れている場合には、通信部２２０を制御して、インターネット５０上のサーバ４０から音
声発話メタデータファイルを取得し、そこから得られる内容を含んでいる音声発話メタデ
ータをTTSエンジン２１９に供給する。
【００８８】
　TTSエンジン２１９は、音声発話メタデータ取得部２１８から供給される音声発話メタ
データに基づいて、拡張CAP情報に含まれるメッセージを読み上げて、その音声を、スピ
ーカ２１６から出力する。この音声は、表示部２１５に表示されているメッセージ(の字
幕)に対応した音声であって、音声発話メタデータに従い、TTSエンジン２１９が読み上げ
たものとなるので、制作者が意図した通りに読み上げられることになる。
【００８９】
　例えば、第２の方式と第３の方式においては、図２Ａや図２Ｂなどの緊急情報のメッセ
ージ(の字幕)が表示部２１５に表示されている場合において、視覚障がい者に対してアク
セシブルにするために、そのメッセージを読み上げるに際して、テキスト情報の読み方が
一意に定まらないときなどに、TTSエンジン２１９は、音声発話メタデータに従い、テキ
スト情報が、制作者の意図した通りに読み上げられるようにする。これにより、視覚障が
い者が、健常者と同等の情報を得られるようになる。
【００９０】
　なお、図９の受信装置２０においては、表示部２１５とスピーカ２１６が内部に設けら
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れている構成を示したが、例えば受信装置２０がセットトップボックスや録画機などであ
る場合には、表示部２１５とスピーカ２１６は、外部の別の装置として設けられるように
してもよい。
【００９１】
＜３．CAP情報の拡張による音声発話メタデータの配置＞
【００９２】
（CAPの構造）
　図１０は、CAP情報の構造の例を示す図である。なお、このCAP情報は、構造化情報標準
促進協会(OASIS)により策定されたものである。また、CAP情報は、緊急情報源情報の一例
である。
【００９３】
　図１０に示すように、CAP情報は、alertセグメント、infoセグメント、resourceセグメ
ント、及び、areaセグメントから構成される。なお、alertセグメントには、１以上のinf
oセグメントを含めることができる。また、resourceセグメントとareaセグメントを、inf
oセグメントに含めるかどうかは任意である。
【００９４】
　alertセグメントにおいて、alert要素は、その子要素として、identifier要素、sender
要素、sent要素、status要素、msgType要素、source要素、scope要素、restriction要素
、addresses要素、code要素、note要素、references要素、及び、incidents要素を有して
いる。
【００９５】
　alert要素には、CAP情報に関する基本的な情報が記述される。すなわち、alert要素は
、CAP情報を構成する全てのコンポーネントのコンテナとなる。なお、alert要素は、必須
の要素とされる。
【００９６】
　identifier要素は、CAP情報を識別するためのIDが指定される。sender要素は、CAP情報
の提供者を識別するIDが指定される。sent要素は、CAP情報の提供日時が指定される。sta
tus要素は、CAP情報の取り扱いを示すコードが指定される。このstatus要素のコードとし
ては、"Actual"，"Exercise"，"System"，"Test"，"Draft"が指定される。
【００９７】
　msgType要素は、CAP情報のタイプを示すコードが指定される。このmsgType要素のコー
ドとしては、"Alert"，"Update"，"Cancel"，"Ack"，"Error"が指定される。source要素
は、CAP情報のソースを示す情報が指定される。scope要素は、CAP情報の範囲を示すコー
ドが指定される。このscope要素のコードとしては、"Public"，"Restricted"，"Private"
が指定される。
【００９８】
　restriction要素は、制限されたCAP情報の配布を制限するための規則が指定される。ad
dresses要素は、CAP情報を受信するユーザのグループのリストが指定される。code要素は
、CAP情報の特別な処理を表すコードが指定される。note要素は、CAP情報の目的や意義を
説明する情報が指定される。references要素は、CAP情報の参照先のメッセージに関する
情報が指定される。incidents要素は、CAP情報の命名規則に関する情報が指定される。
【００９９】
　infoセグメントにおいて、info要素は、その子要素として、language要素、category要
素、event要素、responseType要素、urgency要素、severity要素、certainty要素、audie
nce要素、eventCode要素、effective要素、onset要素、expires要素、senderName要素、h
eadline要素、description要素、instruction要素、web要素、contact要素、及び、param
eter要素を有している。
【０１００】
　info要素は、CAP情報に関する実体的な情報が記述される。すなわち、info要素は、CAP
情報のinfo要素を構成する全てのコンポーネント(子要素)のコンテナとなる。なお、info
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要素は、オプショナルな要素とされるが、ほとんどのalert要素には、少なくとも１つのi
nfo要素が含まれている。
【０１０１】
　language要素は、CAP情報のサブ要素の言語を表すコードが指定される。なお、この言
語コードとしては、RFC 3066に規定されたコードが参照されることになる。category要素
は、CAP情報のカテゴリを示すコードが指定される。このcategory要素のコードとしては
、"Geo(Geophysical)"，"Met(Meteorological)"，"Safety"，"Security"，"Rescue"，"Fi
re"，"Health"，"Env(Pollution and other environmental)"，"Transport(Public and p
rivate transportation)"，"Infra(Utility, telecommunication, other non-transport 
infrastructure)"，"CBRNE(Chemical, Biological, Radiological, Nuclear or High-Yie
ld Explosive threat or attack)"，"Other"が指定される。
【０１０２】
　event要素は、CAP情報のイベントのタイプを示す情報が指定される。responseType要素
は、ユーザに推奨される行動を表すコードが指定される。このresponseType要素のコード
としては、"Shelter"，"Evacuate"，"Prepare"，"Execute"，"Avoid"，"Monitor"，"Asse
ss"，"All Clear"，"None"が指定される。urgency要素は、CAP情報の緊急度を表すコード
が指定される。このurgency要素のコードとしては、"Immediate"，"Expected"，"Future"
，"Past"，"Unknown"が指定される。
【０１０３】
　severity要素は、CAP情報の深刻度を表すコードが指定される。このseverity要素のコ
ードとしては、"Extreme"，"Severe"，"Moderate"，"Minor"，"Unknown"が指定される。c
ertainty要素は、CAP情報の確実性を表すコードが指定される。このcertainty要素のコー
ドとしては、"Observed"，"Likely"，"Possible"，"Unlikely"，"Unknown"が指定される
。
【０１０４】
　audience要素は、CAP情報の対象となるユーザを説明する情報が指定される。eventCode
要素は、CAP情報のイベントのタイプを識別するシステム固有の識別子が指定される。eff
ective要素は、CAP情報の内容の有効期間を示す情報が指定される。onset要素は、CAP情
報のイベントの開始予定時刻を示す情報が指定される。expires要素は、CAP情報の内容の
有効期限を示す情報が指定される。
【０１０５】
　senderName要素は、CAP情報の提供者の名称を示す情報(テキスト情報)が指定される。h
eadline要素は、CAP情報の内容の見出しを示す情報(テキスト情報)が指定される。descri
ption要素は、CAP情報の内容の詳細を示す情報(テキスト情報)が指定される。instructio
n要素は、CAP情報を確認したユーザがとるべき行動(推奨される行動)を示す情報(テキス
ト情報)が指定される。
【０１０６】
　web要素は、CAP情報の追加情報の取得先を示すURLが指定される。contact要素は、CAP
情報のフォローアップや確認の連絡先を示す情報が指定される。parameter要素は、CAP情
報に関連付けられる追加のパラメータが指定される。
【０１０７】
　resourceセグメントにおいて、resource要素は、その子要素として、resourceDesc要素
、mimeType要素、size要素、uri要素、derefUri要素、及び、digest要素を有している。
【０１０８】
　resource要素は、info要素に記述される情報に関連する追加情報として、画像や音声フ
ァイル等のリソースファイルを提供する。すなわち、resource要素は、CAP情報のresourc
e要素を構成する全てのコンポーネント(子要素)のコンテナとなる。なお、resource要素
は、オプショナルな要素とされる。
【０１０９】
　resourceDesc要素は、リソースファイルの種類と内容を示す情報(テキスト情報)が指定
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される。mimeType要素は、リソースファイルのMIMEタイプが指定される。なお、このMIME
タイプとしては、RFC 2046に規定されたタイプが参照されることになる。
【０１１０】
　size要素は、リソースファイルのサイズを示す値が指定される。uri要素は、リソース
ファイルの取得先のURI(Uniform Resource Identifier)が指定される。derefUri要素は、
Base64で符号化されたリソースファイルに関する情報が指定される。digest要素は、リソ
ースファイルから求められるハッシュ値を表すコードが指定される。
【０１１１】
　areaセグメントにおいて、area要素は、その子要素として、areaDesc要素、polygon要
素、circle要素、geocode要素、altitude要素、及び、ceiling要素を有している。
【０１１２】
　area要素は、info要素に記述される情報に関連する地域的範囲に関する情報を提供する
。すなわち、area要素は、CAP情報のarea要素を構成する全てのコンポーネント(子要素)
のコンテナとなる。なお、area要素は、オプショナルな要素とされる。
【０１１３】
　areaDesc要素は、CAP情報の影響を受ける地域に関する情報が指定される。polygon要素
は、CAP情報の影響を受ける地域をポリゴンにより定義した情報が指定される。circle要
素は、CAP情報の影響を受ける地域を半径(radius)により定義した情報が指定される。geo
code要素は、CAP情報の影響を受ける地域を地域コード(位置情報)により定義した情報が
指定される。
【０１１４】
　altitude要素は、CAP情報の影響を受ける地域の特定の高度又は最低の高度を示す情報
が指定される。ceiling要素は、CAP情報の影響を受ける地域の最高の高度を示す情報が指
定される。
【０１１５】
（CAP情報の記述例）
　ここで、図１１には、XML(Extensible Markup Language)文書として記述されるCAP情報
の記述例が示されている。図１１のalert要素内のinfo要素において、senderName要素に
は、CAP情報の提供者の名称が記述され、headline要素には、CAP情報の内容の見出しが記
述され、description要素には、CAP情報の内容の詳細が記述されている。また、alert要
素内のinfo要素のinstruction要素には、CAP情報を確認したユーザがとるべき行動(推奨
される行動)を示す情報が記述されている。
【０１１６】
　ここで、受信装置２０においては、これらのテキスト情報を表示する際には、視覚障が
い者に対してアクセシブルにするために、TTSエンジンにより読み上げる必要があるが、
例えば、テキスト情報の読み方が一意に定まらない場合や、発音が難解な固有名詞等であ
る場合に、制作者が意図した通りにテキスト情報が読み上げられない可能性があることは
、先に述べた通りである。
【０１１７】
　そして、本技術では、音声発話メタデータをTTSエンジンに提供することで、制作者が
意図した通りにテキスト情報が読み上げられるようにするが、この音声発話メタデータは
、CAP情報を拡張して格納(配置)されるようにしている。以下、音声発話メタデータが配
置されたCAP情報(拡張CAP情報)の詳細な構成について説明する。
【０１１８】
（拡張CAP情報の構成例）
　図１２は、音声発話メタデータ又はその取得先を示すアドレス情報を格納するために拡
張CAP情報で追加される要素と属性の例を示す図である。なお、図１２の拡張CAP情報で追
加される要素や属性は、例えば、info要素のsenderName要素、headline要素、descriptio
n要素、及び、instruction要素などの要素が対象とされる。
【０１１９】
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　すなわち、拡張CAP情報においては、これらのsenderName要素、headline要素、descrip
tion要素、又は、instruction要素などの子要素として、SpeechInfoURI要素又はSpeechIn
fo要素を追加する拡張が行われるようにする。
【０１２０】
　SpeechInfoURI要素は、音声発話メタデータを取得するためのアドレス情報が指定され
る。このアドレス情報としては、例えば、URIが指定される。また、例えば、音声発話メ
タデータファイルが、インターネット５０上のサーバ４０から取得される場合には、サー
バ４０にアクセスするためのURLが、アドレス情報として指定される。
【０１２１】
　なお、音声発話メタデータは、音声合成マークアップ言語である、SSML(Speech Synthe
sis Markup Language)により記述することができる。このSSMLは、W3C(World Wide Web C
onsortium)によって、より高品質な音声合成機能を利用可能にすることを目的として勧告
されたものである。SSMLを用いることで、発音や音量、調子など、音声合成に必要な要素
をきめ細かく、かつ適度に制御することが可能となる。
【０１２２】
　Content-type属性と、Content-enc属性は、SpeechInfoURI要素とペアで使用される。Co
ntent-type属性は、URI等のアドレス情報を参照することで取得される音声発話メタデー
タの種別を示すタイプ情報が指定される。また、Content-enc属性は、アドレス情報を参
照することで取得される音声発話メタデータの符号化方式を示す情報が指定される。
【０１２３】
　SpeechInfo要素は、音声発話メタデータの内容そのものが記述される。例えば、この音
声発話メタデータの内容は、SSMLで記述される。また、SpeechInfo要素にも、ペアで使用
されるContent-type属性と、Content-enc属性が指定可能である。Content-type属性は、S
peechInfo要素に記述される音声発話メタデータの種別を示すタイプ情報が指定される。
また、Content-enc属性は、SpeechInfo要素に記述される音声発話メタデータの符号化方
式を示す情報が指定される。
【０１２４】
　なお、図１２において、出現数(Cardinality)であるが、"0..N"が指定された場合には
、その要素又は属性を１以上指定するかどうかは任意である。また、"0..1"が指定された
場合には、その要素又は属性を指定するかどうかは任意である。したがって、SpeechInfo
URI要素とSpeechInfo要素は、オプショナルな要素であって、SpeechInfoURI要素とSpeech
Info要素は、一方の要素のみが配置されるだけでなく、その両方の要素が配置されるよう
にしてもよい。また、SpeechInfoURI要素及びSpeechInfo要素に付随するContent-type属
性とContent-enc属性を配置するかどうかも任意である。
【０１２５】
（XMLスキーマの記述例）
　図１３は、XML文書(XMLインスタンス)としての拡張CAP情報の構造を定義するXMLスキー
マ(CAPのXMLスキーマ)の記述例を示す図である。
【０１２６】
　図１３においては、ComplexType要素により要素の型定義を行っている。すなわち、xsd
:sequence要素の内容(開始タグと終了タグの間の内容)に、追加する子要素と属性を指定
するための型として、"XXXXType"を定義している。
【０１２７】
　３行目のxs:element要素のname属性には、"SpeechInfoURI"が指定されており、SpeechI
nfoURI要素が宣言されている。このSpeechInfoURI要素は、minOccurs属性により最低出現
回数が"0"であることと、maxOccurs属性により最高出現回数に制限がないことが宣言され
ている。
【０１２８】
　７行目のattribute要素のname属性には、"content-type"が指定されており、SpeechInf
oURI要素の属性として、Content-type属性が宣言されている。このContent-type属性は、
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type属性により文字列型(String)であることと、use属性によりオプショナルな属性であ
ることが宣言されている。
【０１２９】
　８行目のattribute要素のname属性には、"content-enc"が指定されており、SpeechInfo
URI要素の属性として、Content-enc属性が宣言されている。このContent-enc属性は、typ
e属性により文字列型(String)であることと、use属性によりオプショナルな属性であるこ
とが宣言されている。
【０１３０】
　１３行目のxs:element要素のname属性には、"SpeechInfo"が指定されており、SpeechIn
fo要素が宣言されている。このSpeechInfo要素は、minOccurs属性により最低出現回数が"
0"であることと、maxOccurs属性により最高出現回数に制限がないことが宣言されている
。
【０１３１】
　１７行目のattribute要素のname属性には、"content-type"が指定されており、SpeechI
nfo要素のContent-type属性が宣言されている。このContent-type属性は、type属性によ
り文字列型(String)であることと、use属性によりオプショナルな属性であることが宣言
されている。
【０１３２】
　１８行目のattribute要素のname属性には、"content-enc"が指定されており、SpeechIn
fo要素のContent-enc属性が宣言されている。このContent-enc属性は、type属性により文
字列型(String)であることと、use属性によりオプショナルな属性であることが宣言され
ている。
【０１３３】
（XMLスキーマの名前空間の指定）
　また、XMLスキーマの名前空間の指定であるが、例えば、図１４のXMLスキーマのように
記述することができる。なお、図１４のXMLスキーマにおいて、ComplexType要素により定
義される要素の型を記述する領域５０には、上述した図１３のComplexType要素の内容(開
始タグと終了タグの間の内容)が記述される。
【０１３４】
　図１４において、schema要素のtargetNamespace属性により、当該XMLスキーマが、拡張
CAP情報の構造を定義していることが指定されている。ここでは、現状のCAP情報(拡張し
ていないCAP情報)の名前空間(Namespace)が、"urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"
で表される場合に、本技術で提案する拡張CAP情報の名前空間が、"urn:oasis:names:tc:e
mergency:cap:1.3"で定義されるものとする。また、"xmlns:cap"により、拡張CAP情報と
して用いられるXMLスキーマの名前空間接頭辞が、「cap」であることを宣言している。
【０１３５】
　また、図１４においては、element要素により、alert要素、info要素、resource要素、
及び、area要素などの要素が宣言される。また、element要素では、senderName要素、hea
dline要素、description要素、及び、instruction要素が宣言されている。
【０１３６】
　ここで、senderName要素には、type属性として、"cap:XXXXType"が指定されており、se
nderName要素に付随する要素や属性などの内容は、当該XMLスキーマのComplexType要素で
定義された"XXXXType"の型により指定されることを意味している。
【０１３７】
　図１４のXMLスキーマにおいては、ComplexType要素により定義される要素の型を記述す
る領域５０に、上述した図１３のComplexType要素の内容が記述されているので、senderN
ame要素には、その子要素として、SpeechInfoURI要素又はSpeechInfo要素を指定すること
が可能となる。また、SpeechInfoURI要素とSpeechInfo要素には、Content-type属性及びC
ontent-enc属性を指定することができる。なお、element要素のminOccurs属性は、sender
Name要素の最低出現回数が"0"であることを表している。
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【０１３８】
　同様に、headline要素、description要素、及び、instruction要素についても、当該XM
LスキーマのComplexType要素で定義された"XXXXType"の型に従い、その子要素として、Sp
eechInfoURI要素又はSpeechInfo要素を指定することができる。また、SpeechInfoURI要素
とSpeechInfo要素には、Content-type属性及びContent-enc属性を指定することができる
。
【０１３９】
　このようなXMLスキーマを定義することで、例えば、図１１に示したCAP情報の記述例に
おいて、２行目のalert要素のxmlns属性で指定される名前空間を、"urn:oasis:names:tc:
emergency:cap:1.2"から、"urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.3"に変更することで、
図１４のXMLスキーマ(CAPのXMLスキーマ)で定義された"XXXXType"を利用することが可能
となる。この場合、senderName要素、headline要素、description要素、及び、instructi
on要素において、SpeechInfoURI要素又はSpeechInfo要素を指定することが可能となり、
いわば、CAP情報が、拡張CAP情報に拡張されたことになる。この拡張CAP情報の記述例を
、図１５に示している。
【０１４０】
　以上のようにして、info要素のsenderName要素、headline要素、description要素、及
び、instruction要素の子要素として、SpeechInfoURI要素又はSpeechInfo要素が指定され
るようにすることで、これらのテキスト情報が指定される要素に対して、制作者が意図す
る音声の発話に関する情報としての音声発話メタデータを設定することができるようにし
ている。
【０１４１】
　これにより、緊急時において、受信装置２０では、例えば、拡張CAP情報を処理するこ
とで得られる緊急情報の提供者の名称、緊急情報の内容の見出し、緊急情報の内容の詳細
、又はユーザが取るべき行動を示す情報などの視認可能なメッセージ(テキスト情報)を表
示する際に、音声発話メタデータに従い、制作者が意図した通りにメッセージ(テキスト
情報)が読み上げられることになる。その結果、視覚障がい者は、健常者と同等の情報を
得ることができるため、視覚障がい者に対するアクセシビリティを向上させることができ
る。
【０１４２】
　なお、上述した説明では、SpeechInfoURI要素又はSpeechInfo要素を指定可能な要素と
して、info要素のsenderName要素、headline要素、description要素、及び、instruction
要素を一例に説明したが、拡張CAP情報において、例えばresourceDesc要素などのメッセ
ージ(テキスト情報)が指定される要素や属性であれば、それらの要素や属性のメッセージ
(テキスト情報)が読み上げられる対象とされるようにしてもよい。
【０１４３】
＜４．各装置で実行される処理の流れ＞
【０１４４】
　次に、図７の放送システム１を構成する送信装置１０と受信装置２０で実行される処理
の流れを説明する。
【０１４５】
（送信処理）
　まず、図１６のフローチャートを参照して、図７の送信装置１０により実行される、送
信処理の流れを説明する。ただし、図１６の送信処理は、送信装置１０において、緊急時
となる場合に、CAP情報提供装置１１からの拡張CAP情報が送信されてきたときの処理とさ
れる。
【０１４６】
　ステップＳ１１１において、CAP情報取得部１１４は、CAP情報提供装置１１から送信さ
れてくる拡張CAP情報を取得(受信)する。
【０１４７】
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　ステップＳ１１２においては、上述した第１の方式乃至第３の方式のいずれかの方式に
応じて、ステップＳ１１１の処理で取得された拡張CAP情報が処理される。
【０１４８】
　具体的には、第１の方式を採用する場合、TTSエンジン１１５は、ステップＳ１１１の
処理で取得された拡張CAP情報に含まれる音声発話メタデータに基づいて、拡張CAP情報に
含まれるメッセージをデコードする(読み上げる)ことで得られる音声情報(音声に関する
情報)を、緊急情報としてストリーム生成部１１２に供給する。ストリーム生成部１１２
は、拡張CAP情報に含まれるメッセージが重畳された映像のコンテンツデータ等を含むス
トリームに、TTSエンジン１１５からの音声情報をさらに多重化して、ATSCの規定に準拠
したストリームを生成する。
【０１４９】
　また、第２の方式を採用する場合、緊急情報フォーマット変換部１１６は、ステップＳ
１１１の処理で取得された拡張CAP情報を、ATSCで規定される所定のフォーマット形式に
変換して、それにより得られる、メッセージとその音声発話メタデータ(音声に関する情
報)を含むATSCシグナリング情報を、緊急情報としてストリーム生成部１１２に供給する
。ストリーム生成部１１２は、緊急情報フォーマット変換部１１６から供給される緊急情
報を、コンテンツデータやシグナリングデータなどとともに多重化して、ATSCの規定に準
拠したストリームを生成する。
【０１５０】
　また、第３の方式を採用する場合、CAP情報取得部１１４は、ステップＳ１１１の処理
で取得された拡張CAP情報(メッセージとその音声発話メタデータ(音声に関する情報)を含
む拡張CAP情報)を、そのままの形式で、緊急情報としてストリーム生成部１１２に供給す
る。ストリーム生成部１１２は、CAP情報取得部１１４から供給される緊急情報を、コン
テンツデータやシグナリングデータなどとともに多重化して、ATSCの規定に準拠したスト
リームを生成する。
【０１５１】
　ステップＳ１１３において、送信部１１３は、ステップＳ１１２の処理で拡張CAP情報
を処理することで得られる緊急情報(を含むストリーム)を、アンテナ１１７を介して、デ
ジタル放送信号として送信する。
【０１５２】
　なお、ステップＳ１１１の処理で取得される拡張CAP情報に含まれる音声発話メタデー
タに、その内容が記述されていない場合には、音声発話メタデータファイルを取得するた
めのアドレス情報として、インターネット５０上のサーバ４０にアクセスするためのURL
が記述されることになる。
【０１５３】
　以上、緊急時の送信処理の流れについて説明した。この送信処理では、拡張CAP情報に
含まれる、制作者が意図する音声の発話に関する音声発話メタデータに応じた音声情報、
又は音声発話メタデータを含むATSCシグナリング情報若しくは拡張CAP情報が、緊急情報
として送信される。
【０１５４】
　これにより、受信側の受信装置２０では、音声発話メタデータに応じた音声情報に対応
した音声を出力するか、又は、音声発話メタデータに従ってメッセージを読み上げるので
、例えば、緊急情報のメッセージの読み方が一意に定まらない場合や、発音が難解な固有
名詞等である場合などであっても、確実に、制作者が意図した通りにテキスト情報が読み
上げられる。その結果、視覚障がい者が、健常者と同等の情報(緊急情報)を得られるよう
になる。
【０１５５】
（受信処理）
　次に、図１７のフローチャートを参照して、図７の受信装置２０により実行される、受
信処理の流れを説明する。ただし、図１７の受信処理は、ユーザにより選局された放送番
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組等のコンテンツを再生中に、緊急時となって、送信装置１０から送信されてくる緊急情
報を受信したときの処理とされる。
【０１５６】
　ステップＳ２１１において、緊急情報取得部２１７は、緊急時に、ストリーム分離部２
１３から供給される緊急情報を受信(取得)する。
【０１５７】
　ステップＳ２１２においては、上述した送信側で採用される第１の方式乃至第３の方式
のいずれかの方式に応じて、ステップＳ２１１の処理で取得された緊急情報が処理される
。また、ステップＳ２１３においては、ステップＳ２１２の処理での緊急情報の処理結果
に応じて、緊急情報が出力される。
【０１５８】
　具体的には、第１の方式を採用した場合、ストリーム分離部２１３により分離されるス
トリームに含まれるコンテンツデータの映像には、緊急情報として、緊急情報のメッセー
ジが重畳されているので、再生部２１４は、メッセージ(の字幕)を、表示部２１５に表示
させる（Ｓ２１２，Ｓ２１３）。また、ストリーム分離部２１３により分離されるストリ
ームには、緊急情報のメッセージの音声情報(音声に関する情報)が含まれているので、再
生部２１４は、当該音声情報に対応する音声を、スピーカ２１６から出力する（Ｓ２１２
，Ｓ２１３）。
【０１５９】
　また、第２の方式を採用した場合、緊急情報として、ATSCシグナリング情報が取得され
るので、緊急情報取得部２１７は、ATSCシグナリング情報を処理して、緊急情報のメッセ
ージを、再生部２１４に供給する。再生部２１４は、緊急情報取得部２１７から供給され
る緊急情報のメッセージ(の字幕)を、表示部２１５に表示させる（Ｓ２１２，Ｓ２１３）
。
【０１６０】
　一方で、緊急情報取得部２１７は、ATSCシグナリング情報に含まれる音声発話メタデー
タを、音声発話メタデータ取得部２１８に供給する。音声発話メタデータ取得部２１８は
、緊急情報取得部２１７から供給される音声発話メタデータを取得して処理する（Ｓ２１
２）。そして、TTSエンジン２１９は、音声発話メタデータ取得部２１８から供給される
音声発話メタデータに基づいて、ATSCシグナリング情報に含まれるメッセージを読み上げ
て、その音声を、スピーカ２１６から出力する（Ｓ２１３）。
【０１６１】
　また、第３の方式を採用した場合、緊急情報として、拡張CAP情報が取得されるので、
緊急情報取得部２１７は、拡張CAP情報を処理して、緊急情報のメッセージを、再生部２
１４に供給する。再生部２１４は、緊急情報取得部２１７から供給される緊急情報のメッ
セージ(の字幕)を、表示部２１５に表示させる（Ｓ２１２，Ｓ２１３）。
【０１６２】
　一方で、緊急情報取得部２１７は、拡張CAP情報に含まれる音声発話メタデータを、音
声発話メタデータ取得部２１８に供給する。音声発話メタデータ取得部２１８は、緊急情
報取得部２１７から供給される音声発話メタデータを取得して処理する（Ｓ２１２）。そ
して、TTSエンジン２１９は、音声発話メタデータ取得部２１８から供給される音声発話
メタデータに基づいて、拡張CAP情報に含まれるメッセージを読み上げて、その音声を、
スピーカ２１６から出力する（Ｓ２１３）。
【０１６３】
　なお、第２の方式と第３の方式において、ステップＳ２１１の処理で取得される緊急情
報(ATSCシグナリング情報又は拡張CAP情報)に含まれる音声発話メタデータに、その内容
が記述されていない場合には、音声発話メタデータファイルを取得するためのアドレス情
報が記述されている。この場合、音声発話メタデータ取得部２１８は、通信部２２０を制
御して、当該アドレス情報(例えばURL)に従い、インターネット５０を介してサーバ４０
にアクセスし、音声発話メタデータファイルを取得し、そこから得られる内容を含んでい
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る音声発話メタデータをTTSエンジン２１９に供給する。
【０１６４】
　以上、緊急時の受信処理の流れについて説明した。この受信処理では、送信側の送信装
置１０から送信されてくる、制作者が意図する音声の発話に関する音声発話メタデータに
応じた音声情報、又は音声発話メタデータを含むATSCシグナリング情報若しくは拡張CAP
情報が、緊急情報として受信される。
【０１６５】
　これにより、受信装置２０では、音声発話メタデータに応じた音声情報に対応した音声
を出力するか、又は、音声発話メタデータに従ってメッセージを読み上げるので、例えば
、緊急情報のメッセージの読み方が一意に定まらない場合や、発音が難解な固有名詞等で
ある場合などであっても、確実に、制作者が意図した通りにテキスト情報が読み上げられ
る。その結果、視覚障がい者が、健常者と同等の情報(緊急情報)を得られるようになる。
【０１６６】
＜５．変形例＞
【０１６７】
　上述した説明としては、デジタルテレビ放送の規格として、米国等で採用されている方
式であるATSC(例えばATSC3.0)を説明したが、日本等が採用する方式であるISDB(Integrat
ed Services Digital Broadcasting)や、欧州の各国等が採用する方式であるDVB(Digital
 Video Broadcasting)などに適用するようにしてもよい。また、伝送路３０(図７)として
は、地上デジタルテレビ放送に限らず、衛星デジタルテレビ放送やデジタル有線テレビ放
送などで採用するようにしてもよい。
【０１６８】
　また、上述した説明では、CAP情報提供装置１１により拡張CAP情報が生成されるとして
説明したが、CAP情報提供装置１１に限らず、例えば、送信装置１０やサーバ４０等が、
緊急情報源伝達されてくる緊急情報源情報に基づいて、拡張CAP情報を生成するようにし
てもよい。なお、送信側の送信装置１０において、拡張CAP情報を処理する際に、音声発
話メタデータに音声発話メタデータファイルを取得するためのアドレス情報が記述されて
いる場合には、当該アドレス情報(例えばURL)に従い、インターネット５０を介してサー
バ４０にアクセスし、音声発話メタデータファイルを取得するようにしてもよい。
【０１６９】
　さらにまた、上述した説明では、緊急情報源情報として、米国で運用されているCAP方
式の情報が伝達される場合を説明したが、CAP方式の情報に限らず、他のフォーマットの
緊急情報源情報を利用するようにしてもよい。例えば、日本や欧州の各国でも、視覚障が
い者に対するアクセシビリティが求められることが想定されるが、その場合には、CAP情
報(拡張CAP情報)ではなく、その国に適合した他のフォーマットの緊急情報源情報が用い
られるようにすることができる。
【０１７０】
　また、上述した説明では、音声発話メタデータにアドレス情報(例えばURL)が含まれて
いる場合には、インターネット５０上のサーバ４０から音声発話メタデータファイルが取
得されるとして説明したが、音声発話メタデータファイルは、デジタル放送信号に含めて
送信されるようにしてもよい。すなわち、音声発話メタデータファイルは、放送経由又は
通信経由で配信され、受信装置２０により受信されることになる。ここで、音声発話メタ
データファイルが放送経由で配信される場合には、例えば、ROUTE(Real-time Object Del
ivery over Unidirectional Transport)セッションで伝送されるようにすることができる
。なお、ROUTEは、バイナリファイルを一方向でマルチキャスト転送するのに適したプロ
トコルであるFLUTE(File Delivery over Unidirectional Transport)を拡張したプロトコ
ルである。
【０１７１】
　さらに、上述した説明では、音声発話メタデータは、SSMLにより記述されるとして説明
したが、SSMLに限らず、他のマークアップ言語により記述されるようにしてもよい。ただ
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し、音声発話メタデータをSSMLにより記述する場合には、SSMLで規定されているsub要素
、phoneme要素、又はaudio要素などの要素や属性を用いることができる。なお、W3Cによ
り勧告されているSSMLの詳細な内容については、下記のウェブサイトに公開されている。
【０１７２】
　Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1，W3C Recommendation 7 Sept
ember 2010，URL："http://www.w3.org/TR/speech-synthesis11/"
【０１７３】
　また、上述した説明では、受信装置２０は、テレビ受像機やセットトップボックス、録
画機などの固定受信機であるとして説明したが、受信装置２０としては、固定受信機に限
らず、例えば、スマートフォンや携帯電話機、タブレット型コンピュータ、ノート型のパ
ーソナルコンピュータ、自動車内で利用される端末などのモバイル受信機であってもよい
。
【０１７４】
＜６．コンピュータの構成＞
【０１７５】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソ
フトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。図１８は、上
述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示
す図である。
【０１７６】
　コンピュータ９００において、CPU(Central Processing Unit)９０１，ROM(Read Only 
Memory)９０２，RAM(Random Access Memory)９０３は、バス９０４により相互に接続され
ている。バス９０４には、さらに、入出力インターフェース９０５が接続されている。入
出力インターフェース９０５には、入力部９０６、出力部９０７、記録部９０８、通信部
９０９、及び、ドライブ９１０が接続されている。
【０１７７】
　入力部９０６は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部９０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記録部９０８は、ハードディスクや不揮発性の
メモリなどよりなる。通信部９０９は、ネットワークインターフェースなどよりなる。ド
ライブ９１０は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどの
リムーバブルメディア９１１を駆動する。
【０１７８】
　以上のように構成されるコンピュータ９００では、CPU９０１が、ROM９０２や記録部９
０８に記録されているプログラムを、入出力インターフェース９０５及びバス９０４を介
して、RAM９０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１７９】
　コンピュータ９００(CPU９０１)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディ
ア等としてのリムーバブルメディア９１１に記録して提供することができる。また、プロ
グラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、
有線又は無線の伝送媒体を介して提供することができる。
【０１８０】
　コンピュータ９００では、プログラムは、リムーバブルメディア９１１をドライブ９１
０に装着することにより、入出力インターフェース９０５を介して、記録部９０８にイン
ストールすることができる。また、プログラムは、有線又は無線の伝送媒体を介して、通
信部９０９で受信し、記録部９０８にインストールすることができる。その他、プログラ
ムは、ROM９０２や記録部９０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１８１】
　ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、必ずしも
フローチャートとして記載された順序に沿って時系列に行われる必要はない。すなわち、
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コンピュータがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理(
例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含む。また、プログラムは、１の
コンピュータ(プロセッサ)により処理されるものであってもよいし、複数のコンピュータ
によって分散処理されるものであってもよい。
【０１８２】
　なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１８３】
　また、本技術は、以下のような構成をとることができる。
【０１８４】
（１）
　緊急時において、緊急に告知する必要がある緊急情報のメッセージに対する制作者が意
図する音声の発話に関するメタデータを含む緊急情報源情報を取得する緊急情報源情報取
得部と、
　前記緊急情報源情報を処理する処理部と、
　前記緊急情報として、前記メッセージとともに、前記緊急情報源情報を処理して得られ
る前記メッセージの音声に関する情報を送信する送信部と
　を備える送信装置。
（２）
　前記メタデータは、読み方が一意に定まらない文字列、又は発音が難解な文字列の発話
に関する情報を含んでいる
　（１）に記載の送信装置。
（３）
　前記緊急情報源情報は、前記メッセージを含み、
　前記緊急情報を受信する受信装置において、前記メッセージが表示されるとともに、前
記メッセージの音声に関する情報に基づいた前記メッセージに対する制作者が意図する音
声の発話に応じた音声が出力される
　（１）又は（２）に記載の送信装置。
（４）
　コンテンツを取得するコンテンツ取得部をさらに備え、
　前記送信部は、デジタル放送信号として、前記コンテンツを送信するとともに、緊急時
となった場合には、前記緊急情報を送信する
　（１）乃至（３）のいずれかに記載の送信装置。
（５）
　前記緊急情報源情報は、
　　OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards)
で規定されたCAP(Common Alerting Protocol)に準拠したCAP情報であり、
　　前記CAP情報は、前記メタデータのファイルの取得先を示すアドレス情報、又は前記
メタデータの内容そのものを含む
　（１）乃至（４）のいずれかに記載の送信装置。
（６）
　前記緊急情報は、前記CAP情報に含まれる前記メタデータに基づいて、前記CAP情報に含
まれる前記メッセージを読み上げることで得られる音声情報を含んでいる
　（５）に記載の送信装置。
（７）
　前記緊急情報は、前記CAP情報を、ATSC(Advanced Television Systems Committee)で規
定される所定のフォーマットに準拠した形式に変換して得られる、前記メッセージと前記
メタデータを含むシグナリング情報である
　（５）に記載の送信装置。
（８）
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　前記緊急情報は、前記メッセージと前記メタデータを含む前記CAP情報である
　（５）に記載の送信装置。
（９）
　送信装置の送信方法において、
　前記送信装置が、
　緊急時において、緊急に告知する必要がある緊急情報のメッセージに対する制作者が意
図する音声の発話に関するメタデータを含む緊急情報源情報を取得し、
　前記緊急情報源情報を処理し、
　前記緊急情報として、前記メッセージとともに、前記緊急情報源情報を処理して得られ
る前記メッセージの音声に関する情報を送信する
　ステップを含む送信方法。
（１０）
　緊急時において、送信装置から送信されてくる、緊急に告知する必要がある緊急情報の
メッセージと、前記メッセージの音声に関する情報を含む前記緊急情報を受信する受信部
と、
　前記緊急情報を処理して、前記メッセージを表示させるとともに、前記メッセージの音
声に関する情報に基づいた前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発話に応じた
音声を出力させる処理部と
　を備える受信装置。
（１１）
　前記緊急情報は、前記メッセージと、前記メッセージに対する制作者が意図する音声の
発話に関するメタデータを含む緊急情報源情報を処理することで得られる
　（１０）に記載の受信装置。
（１２）
　前記メタデータは、読み方が一意に定まらない文字列、又は発音が難解な文字列の発話
に関する情報を含んでいる
　（１１）又は（１２）に記載の受信装置。
（１３）
　前記受信部は、前記送信装置から送信されてくるデジタル放送信号として、コンテンツ
を受信するとともに、緊急時となった場合に送信されてくる前記緊急情報を受信する
　（１０）乃至（１２）のいずれかに記載の受信装置。
（１４）
　前記緊急情報源情報は、
　　OASISで規定されたCAPに準拠したCAP情報であり、
　　前記CAP情報は、前記メタデータのファイルの取得先を示すアドレス情報、又は前記
メタデータの内容そのものを含む
　（１１）乃至（１３）のいずれかに記載の受信装置。
（１５）
　前記緊急情報は、前記送信装置において、前記CAP情報に含まれる前記メタデータに基
づいて、前記CAP情報に含まれる前記メッセージを読み上げることで得られた音声情報を
含んでおり、
　前記処理部は、前記音声情報に対応する音声を出力させる
　（１４）に記載の受信装置。
（１６）
　前記緊急情報は、前記CAP情報を、ATSCで規定される所定のフォーマットに準拠した形
式に変換して得られるシグナリング情報であり、
　前記シグナリング情報に含まれる前記メタデータに基づいて、前記シグナリング情報に
含まれる前記メッセージを読み上げる音声読み上げ部をさらに備える
　（１４）に記載の受信装置。
（１７）
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　前記緊急情報は、前記CAP情報であり、
　前記CAP情報に含まれる前記メタデータに基づいて、前記CAP情報に含まれる前記メッセ
ージを読み上げる音声読み上げ部をさらに備える
　（１４）に記載の受信装置。
（１８）
　受信装置の受信方法において、
　前記受信装置が、
　緊急時において、送信装置から送信されてくる、緊急に告知する必要がある緊急情報の
メッセージと、前記メッセージの音声に関する情報を含む前記緊急情報を受信し、
　前記緊急情報を処理して、前記メッセージを表示させるとともに、前記メッセージの音
声に関する情報に基づいた前記メッセージに対する制作者が意図する音声の発話に応じた
音声を出力させる
　ステップを含む受信方法。
【符号の説明】
【０１８５】
　１　放送システム，　１０　送信装置，　２０　受信装置，　３０　伝送路，　４０　
サーバ，　５０　インターネット，　１１１　コンテンツ取得部，　１１２　ストリーム
生成部，　１１３　送信部，　１１４　CAP情報取得部，　１１５　TTSエンジン，　１１
６　緊急情報フォーマット変換部，　１３１　音声発話メタデータ生成部，　１３２　CA
P情報生成部，　１３３　送信部，　２１２　受信部，　２１３　ストリーム分離部，　
２１４　再生部，　２１５　表示部，　２１６　スピーカ，　２１７　緊急情報取得部，
　２１８　音声発話メタデータ取得部，　２１９　TTSエンジン，　２２０　通信部，　
９００　コンピュータ，　９０１　CPU

【図１】 【図２】
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